
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～ (元期限通り)

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。

１）関連工事の進捗及び変更に伴い、配水管布設延長等の減施工に変更するもので
ある。

２）（１）の理由に伴い、一部配水管の仮設工が必要となった為、増施工に変更す
るものである。

３）その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

令 和 5 年 2 月 22 日当初契約年月日

水道工事

変更後工事期間

変更契約年月日

当 初 工 事 期 間

契約の相手方及び住所

 水管橋架設工φ100　SUS
 
 

L=31.3m

代表取締役 田畑実千代

河内町

有限会社タバタ

△ 262,900

10,341,100

変　更　契　約　調　書

鳥羽市堅神町７１番地３

県工事出ノ河原橋架設工事に伴う水管橋架設工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

令 和 5 年 8 月 31 日

令 和 5 年 8 月 31 日

令 和 5 年 7 月 27 日

令 和 5 年 2 月 22 日

令 和 5 年 2 月 22 日

10,604,000


